
離婚・相続・借金・交通事故・土地の境界 etc… ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

受付時間：平日１０時～１７時（事前予約制）ＴＥＬ：０９６７－２２－５２２３

・一般 相談料  ３０分１１００円
・『多重債務』の相談 は 無料 地域の法律事務所として設立された公設事務所です。

阿蘇ひまわり基金法律事務所

熊本県弁護士会所属　弁護士　関塚 明子（せきづか　あきこ）

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2005-8-203（阿蘇市商工会一の宮支所となり）
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CITY INFORMATION 市 役 所からのお知らせ

　
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
は
、
環
境

省
が
要
注
意
外
来
生
物
リ
ス
ト
に

載
せ
て
い
る
植
物
で
す
。
種
子
と
地
下
茎

の
両
方
で
増
え
、
在
来
の
植
物
と
は
比
べ

物
に
な
ら
な
い
旺
盛
な
繁
殖
力
を
持
っ
て

い
ま
す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
河
原
や
空

き
地
な
ど
に
群
生
し
１
～
２・
５
㍍
程
度

の
高
さ
に
生
長
し
ま
す
。

　
根
と
地
下
茎
か
ら
は
ア
レ
ロ
パ
シ
ー
物

質
（
他
の
植
物
の
種
子
発
芽
や
成
長
を
妨

げ
る
物
質
）
を
出
し
て
他
の
植
物
が
生
育

す
る
こ
と
を
妨
げ
、
自
身
は
地
下
茎
か
ら

ど
ん
ど
ん
と
芽
を
出
し
て
増
え
て
い
き
ま

す
。

　
し
た
が
っ
て
、
繁
殖
を
始
め
た
場
所
で

は
日
本
の
在
来
植
物
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
見

え
な
く
な
り
、
何
年
も
し
な
い
う
ち
に
セ

イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
だ
け
が
繁
茂
す
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
以
下
の
方
法
に

よ
り
駆
除
を
お
願
い
し
ま
す
。

セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
の
拡
大
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

●
住
環
境
課 

都
市
・
環
境
係　
☎
２
２
‐
３
１
６
９

セ 所
有
地
な
ど
に
繁
茂
す
る

セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
を

駆
除
し
ま
し
ょ
う

駆 除 の 方 法

❶根から抜き取ってください。
❷ 花が咲いても種になる前に刈り取れば、種子飛散による他の場所への拡

大を防げます。
❸ 生長の初期から他の植物の生長を阻害するため、芽生えの時期から駆除

をする必要がありますが、年に２回以上刈り取りを行えば、生長や開花・
種子飛散を抑制することができます。

※ 要注意外来生物はセイタカアワダチソウの他にも、オオアワダチソウ、ブタクサなど
多くの種類がありますので、これらの植物発生がある場合は併せて駆除してください。

広
告

セ イ タ カ ア ワ ダ チ ソ ウ

　河川敷などで見られる大型
の多年生草本で、絶滅危惧種
を含む在来植物との競合や駆
逐の恐れが大きい。高さは１
～２．５㍍、良く肥えた土地で
は３．５～４．５㍍程度にもな
る。花期は秋で、濃黄色の小
さな花を多く付ける。

環境省 要注意外来生物リスト要注意外来生物などの
情報はホームページで検索
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蘇
南
郷
檜
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
協

議
会
（
仮
称
）
は
、
地
域
の
宝

「
ナ
ン
ゴ
ウ
ヒ
」
を
ブ
ラ
ン
ド
材
と
し

て
全
国
に
売
り
出
し
な
が
ら
、
将
来
に

わ
た
り
育
成
し
続
け
る
た
め
の
活
動
を

通
じ
、
阿
蘇
地
域
の
林
業
の
活
性
化
と

林
業
後
継
者
の
育
成
に
つ
な
げ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
こ
の
取
組
み
に
参
加
し
て
一

緒
に
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
会
員
の
方

を
募
集
し
ま
す
。

●
会
員
対
象

❶ 

「
ナ
ン
ゴ
ウ
ヒ
」
を
植
え
て
い
る
人

ま
た
は
こ
れ
か
ら
植
え
よ
う
と
し
て

い
る
人

❷ 

協
議
会
が
開
催
す
る
「
枝
打
ち
研
修

会
」
に
参
加
す
る
な
ど
、
協
議
会
の

活
動
に
主
体
的
に
参
加
し
、
自
ら
枝

打
ち
な
ど
の
手
入
れ
を
実
践
し
て
み

よ
う
と
思
っ
て
い
る
人

❸ 

森
林
情
報
の
提
供
な
ど
ナ
ン
ゴ
ウ
ヒ

の
資
源
調
査
に
協
力
い
た
だ
け
る
人

地
域
の
宝
「
ナ
ン
ゴ
ウ
ヒ
」
ブ
ラ
ン
ド
化
に
取
り
組
む
会
員
を
募
集
！

●
農
政
課 

畜
産
林
業
係　
☎
２
２
‐
３
２
７
４

阿

広
告

ブ
ラ
ン
ド
化
推
進

協
議
会
会
員
募
集

　主に以下の４つの活動に取り組みます。
❶ナンゴウヒのブランド化
　寺社仏閣建築、高級木造住宅、公共建築物な
どの高級建築用材としてナンゴウヒをブランド
化します。
　また、ナンゴウヒの認知度を高めるため「全
国銘木展示大会」へのテスト出品などに取り組
みます。
❷ナンゴウヒの育林技術の継承
　育林技術の継承を図るため、ナンゴウヒ枝打
ち技術を持つ指導者のもと、会員を対象に基礎
的な枝打ち技術研修会や間伐研修会を開催します。
❸資源調査
　阿蘇地域を中心に２００～３００㌶と見られ
るナンゴウヒ分の資源量や施業の状況を調査し、
ナンゴウヒ資源のデータベースを作成して販売
や育林に役立てます。
❹森林施業指針の作成
　品質の確保を図るため、ナンゴウヒの育林技
術を分かり易くまとめたパンフレットなどを作
成し、会員に普及します。

活 動 内 容

ナ ン ゴ ウ ヒ（ 上 ） と、
ナンゴウヒで建てられ
た建築物（下）
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の
軽
自
動
車
税
の
減
免
は
、

障
が
い
者
が
所
有
し
、
使
用

す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
軽
自

動
車
税
を
減
免
す
る
こ
と
に
よ
り
、

障
が
い
を
克
服
し
、
積
極
的
な
社
会

参
加
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
税

制
上
配
慮
を
加
え
た
も
の
で
す
。

　
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を

ご
確
認
の
う
え
、
５
月
26
日
月
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
方
法

　

申
請
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、

市
役
所
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
市
民

係
の
窓
口
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
期
限
後
の
申
請
は
受
理
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
前
年
度

に
減
免
を
受
け
た
方
も
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
障
が
い
の
種
類
や
等
級
に

よ
り
、
該
当
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
障
が
い
者
減
免
申
請　
（
申
請
期
限
：
５
月
26
日
月
ま
で
）

●
税
務
課 

市
民
税
係　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

こ

対　象
身体障がい者などで

歩行が困難な方などが使用する
軽自動車に対して

公益のために使用
する軽自動車に対

して

身体障がい者など
のために使用する
軽自動車に対して

所有者 身体障がい者など

社会福祉法第２条
第２項第１号から
第５号までに掲げ
る第１種社会福祉
事業を行う社会福
祉法人（使用者で
ある場合を含む）

特に問わない

運転者 身体障がい
者など 生計同一者 常時介護者 特に問わない

使用目的 特に
問わない

身体障がい者などの通
院、通学、通所、生業な
どのために使われるもの

利用者の移送や利用
者の供与物品の輸送
に使われるもの

身体障害者などの利
用に使われるもの

用途及び構造 自家用 自家用・事業用は
問わない

● 車椅子の昇降装
置、固定装置又は
浴槽を装着するな
ど特別の仕様によ
り製造されたもの

● 自家用・事業用は
問わない

減免台数
身体障がい者など１人につき、自動
車（普通小型）、軽自動車を通じて、
いずれか１台に限る

台数制限なし

申請書 ○ ○ ○ ○ ○
印鑑 ○ ○ ○ ○ ○

自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○
身体障害者手帳

（原本）、療育手
帳又は精神障害
者保健福祉手帳

（原本）

○ ○ ○
1 社会福祉施設設

立届出書の写し
2 定 款（ 若 し く は

定款変更認可書）
の写し

3 自動車運行状況書
4  写真（前、後、横、

構造変更部分）

写真（前、後、横、
構造変更部分）

運転免許証 ○ ○ ○
生計同一証明書

( 注１) ○

常時介護証明書 ○
通院証明書通

学・通所証明書
生業などの証明書

△ △

● 減免対象の軽自動車等と申請に必要な書類　（○ ･･･ 必要　△ ･･･ 該当する場合に必要）

（注１） 生計同一世帯証明書 ・ ・ 身体障害者等と日常生活の資を共通している同居の親族 （配偶者、 血族６親等以内及び姻族３親等以内） でない場合に必要です。


